
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 支援金対象世帯及び添付書類 
 

 川崎区内において在宅で生活をされており、次の項目に該当する方が 

いる世帯（項目に該当する書類を添えて提出） 
 

項目 対象世帯 内容・添付書類 

Ａ 
８月１日現在、ひとり親世帯で児童扶養手当を受けている方 

 ８月の手当が振り込まれた部分と名義部分の通帳のコピー 

Ｂア 
９月１日現在、身体障害者手帳１・２級の方 

 身体障害者手帳のコピー ※氏名、等級、障害名が記載された部分 

Ｂイ 
９月１日現在、療育手帳Ａの交付を受けている方 

 療育手帳のコピー ※名前、判定の箇所が記載された部分 

Ｂウ 
９月１日現在、精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方 

 精神障害者保健福祉手帳のコピー 

Ｃ 
９月１日現在、介護認定が要介護４または５の方 

 介護保険証のコピー 

Ｄ 
９月１日現在、災害遺児等福祉手当を受けている方 

 ９月の手当が振り込まれた部分と名義部分の通帳のコピー 

Ｅ 
９月１日現在、公害病認定患者の方 

 公害医療手帳のコピー 

 

 

 

 共同募金運動の一環として、毎年１２月１日から３１日まで地域の皆さ
まにご協力をいただいております年末たすけあい運動において、募金の有
効活用を考慮し、川崎区社会福祉協議会では配分された募金を元に地域で
福祉ニーズを持つ世帯へ「支援金」として配布をいたします。 
 希望される方は、以下の内容をご確認の上、所定の申請書
にてお申込ください。 
 なお、支援金の金額については、募金の実績額と申請世帯
数を勘案し決定となるため、申請時には決定していませんの
でご了承ください。 

個人情報の保護について 
この申請書で得た個人情報につきましては、支援金配布以外の目的に使用することはありません。 
また、支援金を配布する担当地区の民生委員児童委員以外の第三者にも、ご本人の同意なしに個人情報の提供はいたしません。 



２ 申請にあたっての諸注意 
 

 （1）令和２年９月１日（一部項目は８月１日）現在、川崎区内におい

て在宅で生活をしていることが必要となります。 

 （2）申請には各項目に該当していることが証明できる書類が必要とな

ります。 

 （3）配分は世帯単位とし、重複配分は行いません。同一世帯に対象の

方が複数いる場合でも１世帯分の配分となります。 

 （4）申請後に転居等により状況が変わった場合には、対象外になりま

すので、下記までご連絡をお願いいたします。 
 

 以下に当てはまる方は申請できませんのでご了承ください 

・生活保護受給世帯は申請できません。 
・対象者ご本人が在宅で生活されていることが必要です。施設・グルー
プホーム等で生活されている方や長期入院されている方は対象外と
なります。 

３ 申請期間・方法 

     令和２年９月１日（火）から１０月３１日（土） 【１７時必着】 
 

     申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せて川崎区社会福

祉協議会に直接来所または郵送にてお申込ください。 

    ○注 １：申請書に記入漏れがある場合や添付書類が無い場合は申請を受け付

けられませんので、提出時には必ず確認してください。 

    ○注 ２：申請期間を過ぎた申請書は受け付けることができません。 

○注 ３：申請先住所が昨年から変更していますのでご注意ください。 

（※申請先住所は、下記参照。） 

４ 支援金の配布方法 
 

 （1）民生委員の皆様のご協力をいただき、対象世帯に支援金をお届け

します。訪問時、申請者不在の場合は支援金をお渡しできないこと

もありますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書受取 申請書に必要事項を記入。 
添付書類と共に川崎区社協へ来所
または郵送にて提出。 

民生委員児童委員のご協力
をいただき、対象世帯へお
届けします。 

 

川崎市川崎区社会福祉協議会 
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